
第３期 発達障害療育者 研修会
～夜間連続講座を開催します（全５回）～

対　　　象　　保育士・幼稚園教諭及び小学校教諭等、発達障害児の療育に関心の

　　　　　　　ある方ですべての講座に参加可能な方

             ※全課程を修了された方には修了証を交付致します。

参　加　費　　神栖市内在住の方もしくは市内に勤務されている方　無　料

　　　　　　　上記以外の方　５００円（全５回分の資料印刷代として）

定　　　員　　３０名程度

　　　　　　（定員超過の場合は、市内在住の方を優先とさせて頂きます）

日　　　程　　右記、研修日程をご覧下さい。

時　　　間　　午後７時～午後９時まで(２時間)

場　　　所　　神栖市保健・福祉会館内

主　　　催　　神栖市社会福祉協議会

後　　　援　　神栖市教育委員会

 事業協力 　　茨城県社会福祉協議会

問い合わせ　　神栖市社会福祉協議会　まちづくりグループ

　　　　　　　担当 三浦・名雪　　電話 0299-93-0294

 申込方法　　 別紙申込書に記入の上、１１月６日までにＦＡＸにて返送下さい。

※１１月７日（水）に限り,第１２１回地域ネットワーク勉強会との合同開催とな

ります。この研修会に申し込みされない方でも自由に参加できますので、お誘い合

わせの上ご参加下さい。

　※本事業は茨城県社会福祉協議会の地域福祉推進助成事業〔先駆的な事業〕の協力を

得て実施いたします。

第２期研修会の様子

　発達障害を抱える子どもたちは、興味が限られ、強いこだわりや、聴覚ð視覚が過敏、

手ă足の運動が不器用であったりします。この微妙な感覚の差やコミュニケーションを上

手にとれないことが、集団の場に溶け込むことへのつまずきとなっています。見た目には

普通の子どもと変わらないため周囲からの理解が得られず、対人不信、自信喪失などに陥

り、その結果不登校や引きこもりになってしまうことがあります。

　そのため、早期発見の観点から幼稚園や保育園等での見極めが大切で、早い段階から集

団生活の場面で適切な対応をすることがその子の成長にとって不可欠となります。

　この研修会は、多くの子どもたちに関わる保育士、幼稚園の教諭等を主な対象として、

発達障害の正しい理解と集団生活の場面においての適切な支援方法を学ぶことができ、そ

れぞれの機関での対応方法などを共有できる身近な研修会です。

発達障害者支援法では・・・

発達障害を「自閉症､アスペルガー症候群､その他の広汎性発達障害､学習障害､注意欠陥多動性障害､その他これに類

する脳機能の障害であって､その症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。



第３期発達障害療育者研修会 研修日程

日　時 研修科目及び講師

１１月　７日（水）

18:30～18:50

19:00～21:00

受　付

講　義「発達障害とは（発達障害概要）」

講　師　茨城県発達障害者支援センター　高松　秀彦先生

初　日

【公開講座】

２日目

１１月１４日（水）

18:30～18:50

19:00～19:10

19:10～21:00

受　付

オリエンテーション

講　義「当事者とその家族の気持ち～寄り添う支援の大切さ～」

講　師　ホープ発達教育研究所　合田　光子先生

３日目

１１月２９日（木）

18:30～18:50

19:00～21:00４日目

１２月　６日（木）

18:30～18:50

19:00～21:00

受　付

講　義「保育場面における支援とその実際について(１)」

講　師　葛飾こどもの園幼稚園　長谷川　靖子先生

　講 師 紹 介

・高松　秀彦先生

　茨城県発達障害者支援センター センター長。社会福祉士。

・合田　光子先生

　鹿嶋市において「ホープ発達教育研究所」を開設し、主に軽度発達障害児・者とその家族、支

援者のための相談、コンサルテーションを行っている。市内の中学校及び高等学校のスクールカ

ウンセラーを兼任。

・八木　玲子先生

　神栖市立大野原西小学校 教諭。ことばの教室担当、特別支援教育コーディネーター。

・長谷川靖子先生

　葛飾こどもの園幼稚園非常勤講師。知的・身体障害者の通所作業所「福祉作業所きぼうの家」

にアドバイザーとして協力。

　

５日目

受　付

講　義「保育場面における支援とその実際について(２)」

講　師　葛飾こどもの園幼稚園　長谷川　靖子先生

１１月２１日（水）

18:30～18:50

19:00～21:00

受　付

講　義「特別支援教室での取り組み～継続した支援の必要性～」

講　師　大野原西小学校　八木　玲子先生


